06　居宅支援・重説　R060401

特別養護老人ホーム　ユーカリの里居宅介護支援事業所

重要事項説明書
１　事業所を経営する事業者は、次のとおりです。
　　法人名　社会福祉法人　仁恵会
　　所在地　〒603-8041　京都市北区上賀茂ケシ山１番地４３
　　電話　０７５－７１２－１１２０
　　ＦＡＸ　０７５－７１２－１１９９
　　代表者氏名　理事長　冨田　素子
　　設立年月日　平成１０年７月１５日
　　Ｅメール　yuukari-hcs@kyoto-jinkeikai.com
　　ホームページ　https://www.kyoto-jinkeikai.com/
２　事業所の概要は、次のとおりです。

　　種類　居宅介護支援事業（介護保険事業者番号　２６７０１００２１９号）

　　名称　特別養護老人ホーム　ユーカリの里居宅介護支援事業所

　　所在地　法人所在地に同じ

　　電話　０７５－７０６－６０３０
　　ＦＡＸ　０７５－７１２－１１９９

　　管理者　社会福祉法人　仁恵会　主任　土肥　幸代
　　サービス提供地域　京都市北区、左京区、上京区内
　　

３　営業日及び時間は次のとおりです。
　　営業日　１月４日から１２月２８日までの月曜日から土曜日までです。

　　営業時間　午前９時から午後５時までです。
　　※午後5時以降、緊急の場合は連絡をいただければ24時間対応します。
　　　　　　　　　電話　０９０－９６２８－６８９６

４　事業所に勤務する職員、員数及び職務は次のとおりです。

　　管理者　主任介護支援専門員１名（介護支援専門員兼務）

　　介護支援専門員　４名以上（常勤、管理者を含む）

５　利用料金
（１）居宅介護支援利用料は、次の表のとおりです。

その他詳細については「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成　１２年厚生省告示第２０号）」によるものとします。ただし、法定代理受領により当事業所の居宅介護支援に対し、介護保険給付が支払われる場合、利用者の自己負担はありません。
	区分
	要介護１又は２
	要介護３、４又は５

	居宅介護支援費
	１６，１２４円
	１９，６０２円


· 上記料金には、特定事業所加算（Ⅱ）の料金が含まれています。
（２）介護保険適用の場合でも、保険料滞納等により、法定代理受領ができなくなる場合があります。その場合は一旦１ヶ月当たりの（１）の額の料金をいただき、サービス提供証明書を発行します。サービス提供証明書を後日京都市の窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます。
（３）交通費

標記のサービス提供地域内では交通費は無料です。

サービス提供地域を越えた場合は、交通費（実費）を徴収します。交通費を請求する時は、文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文章に利用者又は家族の署名をいただきます。

（４）ご利用はいつでも解約することができます。解約料は不要です。

（５）その他の費用が必要となる場合はその都度ご説明します。

６　相談、要望、苦情の窓口
（１）居宅介護支援における苦情やご相談は次の窓口で受け付けています。

苦情については、当施設の苦情担当職員に来所、文書、電話等でお伝え下さい。所定の苦情処理規定に基づき速やかで中立的な対処を行います。

（２）事業所の窓口

①　法人の責任者　施設長　石田　雅之
②　事業所管理者　主任介護支援専門員　土肥　幸代
③　第三者委員（法人評議員）宮崎　千枝子、（法人理事）中嶋　昇、
（法人評議員）鍛冶谷　房子
(連絡先住所・電話・ＦＡＸ番号）事業所に同じ

④　施設の玄関ロビーに「苦情受付ボックス」を設置しています。
	【連絡先】

電話番号　０７５―７０６－６０３０　ＦＡＸ　０７５－７１２－１１９９

特別養護老人ホームユーカリの里　居宅介護支援事業所

〒603-8041　京都市北区上賀茂ケシ山１番地４３


（３）その他の苦情受付機関
	行政機関等

	京都市又は区役所

保健福祉センター
健康長寿推進課
	京都市保健福祉局介護ケア推進課又は介護保険被保険者証記載住所地の区役所
北区役所保健福祉センター健康長寿推進課
　所在地　〒603-8164　北区紫野東御所田町33-1
　電　話　０７５―４３２―１３６６
上京区役所保健福祉センター健康長寿推進課
　所在地　〒602-8511　上京区今出川通室町西入掘出シ町285
　電　話　０７５－４４１－５１０６
左京区役所保健福祉センター健康長寿推進課
　所在地　〒606-8511　左京区松ケ崎堂ノ上町7-2
　電　話　０７５－７０２－１０７１

	京都府国民健康保険団体連合会　介護保険課
	所在地　〒600-8411　京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地　ＣＯＣＯＮ烏丸内

電　話　０７５－３５４－９０９０　　ＦＡＸ　０７５－３５４－９０５５

	京都府社会福祉協議会　福祉サービス運営適正化委員会
	所在地　〒604-0874　京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375番地　府立総合社会福祉会館(ハートピア京都) ５Ｆ

電　話　０７５－２５２－２１５２　　ＦＡＸ　０７５－２１２－２４５０


７　秘密保持

事業所は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する情報を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は契約終了後も継続します。

８　事故発生時の対応

居宅介護支援業務における業務遂行中の事故、業務の結果に起因する事故、人権の侵害の発生時には速やかに利用者家族等に連絡すると共に必要に応じて京都市等に対しての報告、加入保険会社への連絡を行います。

また事故発生後迅速に原因究明及び今後の防止策を記録します。

９　居宅介護支援の申し込みから提供までの流れと主な内容
	①ご本人、ご家族からの問い合わせや申し込み
	ご相談の内容によって「居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書」を提出していただきます。

	②訪問し、お話をお伺いします。
	介護保険や利用できるサービスの説明、相談内容を検討します。

	③契約
	

	④訪問調査
	要介護認定申請・訪問調査

	⑤居宅サービス計画の作成
	要介護認定結果に応じて、利用者の希望をもとに居宅サービス計画原案を作成します。
なお、居宅サービス計画の作成にあたっては、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。
また、前６月間に当事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に当事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等について説明を行います。

	⑥利用者、ご家族への説明
	居宅サービス計画の内容について説明します。

	⑦利用者、ご家族の同意
	居宅サービス計画の内容について同意していただきます。

	⑧居宅サービス計画の交付
	同意をいただいた居宅サービス計画を交付します。

	⑨サービス担当者会議

※サービス提供事業所によるサービスの提供開始
	サービス事業者に情報提供し連絡調整をします。

ご本人、ご家族の同意を確認します。

モニタリング（ご家族とサービス内容等についてご相談します）。

	⑩要介護認定の更新・区分変更など
	


１０　サービスの利用方法

お電話でお申し込み下さい。当事業所のケアマネージャーがお伺いします。

サービスの提供は契約を締結したのちとなります。

１１　当事業所の居宅支援の特徴等

地域で生活される方々が介護を必要とされても、適切な介護サービスを利用することで、居宅での生活を快適に過ごしていただけるように援助します。

介護予防の観点から、利用者、ご家族との相談に応じ、残存能力を生かし、更に向上することが出来るように援助します。

令和　　　年　　　月　　　日

サービス提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

　　　説明者：特別養護老人ホームユーカリの里 居宅介護支援事業所

　　　　　　　職名：介護支援専門員

氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

本書面に基づき重要事項の説明を受け、その内容に同意のうえ、本書面を受領しました。
　　　利用者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
※私は、利用者の契約の意志を確認のうえ、本人に代わり署名を行いました。

　　　署名代行者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　利用者の身元引受人

　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　利用者との続柄：利用者の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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